
すっかり秋の気配を感じる今日この頃です。

9月4日に、非常に強い勢力をもって近畿地方を通過

した台風21号は泉州地域にも大きな被害をもたらしま

した。忠岡周辺でも、瓦や屋根が飛んだ、窓ガラスが

割れた、シャッターが曲がった・標識・電柱が折れた、

信号機が傾いた、信号がつかないなど多数の被害がで

ました。また台風通過後も数日に及んで停電、断水な

どが続く地域がありました。

関西空港の閉鎖、連絡橋にタンカーが衝突など衝撃的

な映像もありました。本当に台風というのはこんなに

ひどいものなのかと思わせられました。今までちょっ

と台風を軽くみていたいたかもしれません。

関西空港は9月14日に一部再開し、18日には関西空

港線も運転が再開しました。

幸い当院はあまり影響がなかったのですが、患者さん

の中には4日間電気がこなかった、水が出なかった、

エレベーターが止まったので外に出られなかったとい

う方がおられました。

先月岐阜の病院で停電で数人の患者が熱中症で亡く

なったというニュースがありました。

私の担当しているサービス付高齢者住宅でもまさに同

じ状況となり、9月7日まで停電でした。

岐阜と同じことにならないかひやひやしていましたが、

スタッフが水分補給に努めてくれて、なんとか事故な

く経過しました。

現代の生活において電気がこんなに重要だったんだと

いうことを実感しました。

実際停電で診療できなかった医院もありましたし。

今9月後半ですが、ほぼ復旧しつつあります。

でも、瓦が飛んだ家の修理はかなり順番待ちだそうで

す。被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

iPS細胞関連2つの話題

ずっと注目しているiPSです。

1.iPS細胞から、卵子のもとになる「卵原細胞」を作

成京都大学のグループが世界で初めて報告しました。

ヒトの生殖細胞の発生の仕組みには不明な点も多く、

今回の技術が将来的に不妊症の原因解明や生殖医療の

発展に役立つ可能性があります。

グループは今後、卵原細胞から卵子へ分化させる技術

の開発を目指します。

　国の指針ではヒトのｉＰＳ細胞やＥＳ細胞からでき

た卵子と精子で受精卵を作製することは認められてい

ません。

でもどうなるかは興味のあるところですね。

もはや、神の領域ですけど。

2.iPS細胞から間葉系幹細胞

富士フイルムは2018年度にも、iPS細胞を使った移

植医療について臨床試験を国に申請し、2022年の製

造・販売承認を目指します。

白血病の治療である骨髄移植や臓器移植の時に移植片

対宿主病（GVHD・移植した骨髄・臓器に含まれる免

疫細胞が宿主を異物とみなして攻撃する)が骨髄移植

の約4割に起こります。

発症すると、皮膚炎や肝炎のほか、下痢や嘔吐（おうと）

を繰り返し、致命的になることもあります。

このGVHDに対して、iPS細胞から軟骨や脂肪などに

変化する間葉系幹細胞という特殊な細胞を作って患者

に注射。

この間葉系幹細胞は移植した組織に含まれる免疫細胞

が患者の体を攻撃するのを抑える効果があります。

富士フイルムが出資するオーストラリアのベンチャー、

サイナータ・セラピューティクスが英国で治験を実施

しており、途中段階ですが15人中14人で完治したり、

症状が改善しています。

国内治験はサイナータのノウハウなどを引き継ぐ形で

進めます。

この間葉系幹細胞の移植は、GVHD以外にも激しい下

痢や血便の症状が出る潰瘍性大腸炎、動脈硬化や糖尿

病がひどくなって発症する重症虚血肢、脳梗塞などの

治療に効果があるとみられており、国内外で研究が進

んでいます。

10月6日（土）、10月10日（水）都合により休診し

ます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

10月1日よりインフルエンザ予防接種を開始します。

今年は十分ワクチンがある

ようですが、13歳以上の方は一回接種でお願いします。

忠岡町在住の65歳以上の方は1000円、一般の方、

3000円です。

ワクチンの予防効果持続期間は5 ヶ月程度と推定され

ています。

インフルエンザワクチンは打てば必ず発症がおさえら

れるというワクチンではありません。

その役割はかかりにくくすることと、かかっても免疫

があるために重症化しないことです。

ワクチン接種により死亡者や重症者を減らすことが期

待されています。

ホームドクター通信
2018 年 9 月　No.154

当院からのお知らせ



 

前回に引き続き人生の最終段階の医療について

書きます。

9月22日の土曜日に表記の題で平成医政塾とい

う会で、積極的に医療をしている医師対象にお

話してきました。

和泉市・新仁会病院の鹿島先生、大阪市都島の

訪問看護ステーションゆいかの錦織先生とご一

緒させていただきました。

前回の院内報では、平成30年3月に改定された

、厚生労働省の人生の最終段階における医療・

ケアの決定プロセスに関するガイドライン・ア

ドバンスケアプランニングについて説明しまし

た。

今回は療養場所の選択、終末期の人がもつ潜在

能力、ICTによる死亡診断、という話題をご紹介

します。

療養場所の選択

平成26年12月の院内報にも書きましたが、

在宅医療をしていて、自宅は療養場所、看取り

の場所として、非常にいいと感じています。

もちろん、すべての人に在宅での療養を勧める

ものではありません。

病院の方が安心できるという人も多いです。

病院でしかできない検査、処置、治療はありま

す。

どう頑張っても自宅で手術、血管造影、画像検

査などはできません。

一日2回の抗生剤点滴をするのも難しいくらいな

ので、頻繁な看護もできません。

しかし、在宅療養では住み慣れた自宅では好き

な家具、家族、ペットに囲まれて自分の時間が

流れます。

何時に起床・何時に食事と決まったわけでもあ

りませんので、自分の好きな時間にしたいこと

ができます。

家族の生活の音が聞こえるのもいいと仰る方が

多いです。

苦痛を取り除く緩和医療は在宅でも十分できま

す。

余命が限られているときどこで過ごしたいです

か？という質問には何件かのアンケート調査が

あるのですが、どれも大体6-7割以上は自宅で

過ごしたいと希望されています。

しかし、実際に自宅で最期の時を過ごせると思

うというのは2割くらいになってしまいます。

5－6割の方は自宅で過ごすのが難しいだろうと

考えておられすようです。

その理由として一番多いのが、家族に迷惑をか

けてしまうということです。

日常の介護にしろ、緊急時など家族の負担が大

きいと感じられているようです。

次は緊急時などの不安です。

病院ではナースコールをすると、すぐ看護師が

来てくれますが、在宅では訪問看護師に電話し

てから来訪まで30分くらいかかります。

緊急時対応が不安な方は病院、施設での療養が

いいのかもしれません。

介護保険を上手に使い、訪問看護や訪問診療を

受けられていると、さほど緊急を要することは

少ないと考えていますが。

ちなみに独居の方の在宅も可能と考えています

。

在宅医療を受けるために

一般市民向けの講演などでは在宅医療、どうす

れば受けられるのか全くわからない、情報がな

いという患者さんからのご意見をよく聞きます

。

また、入院中の患者さんが自宅に帰りたいとい

っても、こんな状態ではとても無理だねと考

える医師はまだ多いです。

医療者を対象とした緩和医療研修会では、忘れ

てはいけないこととして、

1.家に帰れない患者はいない

全ての患者が自宅に戻ることを希望しているわ

けではないが、自宅に帰りたいと希望する患者

であれば全て在宅ケアに移行できる可能性があ

る

2.医療者がバリアとならない

医療者側で「退院できない」と判断するのでは

なく、「どうすれば自宅に帰すことができるだ

ろうか？」とまず考えてみるというスライドが

あります。

この研修はほぼすべての卒後2年目くらいの研修

医が受けることになっていますので、在宅医療

に理解をもつ医師が増えてくることが期待され

ます。

終末期の人がもつ潜在能力

　人間の終末期は子どもの成長と逆の経過をた

どります。

　人は、亡くなる前に食べられなくなることに

より、脱水状態となり、徐々に眠くなる時間が

増えて、ADL(日常生活動作)が低下していきま

す。

なぜ、亡くなる前に食べられなくなるかという

と、水分・栄養を体内で処理できなくなるから

です。
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このような状態で強制的に水分や栄養を取り入

れていくと、身体がむくんだり、腹水がたまっ

たり、痰がたまったりとかえって本人を苦しめ

てしまうことになります。

終末期の方には、生き物として穏やかに死にゆ

く力があります。自然の力です。

食べない、痩せる、脱水、眠る、意識の混濁が

終末期の自然の状態です。

終末期の脳内にはβエンドルフィンなどの脳内

麻薬が出ていることが知られています。

無理に医療を施すことなく、身体の状態にあっ

たちょうどよい傾眠、ADL、そして体が欲す

るだけの食事があれば、呼吸も穏やかに最期を

迎えることができると考えています。

　老衰とは、「老いて心身が衰えること」とさ

れています。

老衰死とは、高齢の方で死因と特定できる病気

がなく、加齢に伴って自然に生を閉じることで

す。今の日本では、食事が摂れなくなったら「病

院で検査を」となります。

すると、がんなどの病気が見つかることもあり

ます。そうなると、手術や抗がん剤などの治療

の選択肢を提示されることが多いと思います。

　在宅医療では、無理な延命措置を行わず、あ

くまで自然に看ていきますので、苦痛を伴わず、

呼吸も穏やかに枯れるように亡くなる老衰死に

出会うことが多いです。

実は癌の末期でも、できるだけ枯れるように亡

くなる老衰死を目指しています。

テレビで2015年にＮＨＫスペシャル　老衰

死　穏やかな最期を迎えるにはという番組があ

りました。担当されていたのは先日お亡くなり

になった俳優の樹木希林さん。

人生の終末期、どうしたら安らかな最期を迎え

られるのか。老いがもたらす穏やかな死の謎と

老衰のメカニズムに迫った番組でした。

　人生終末期が来たら、人の身体は楽に逝ける

よう、死の準備をはじめます。

身体はどうすれば楽に逝けるのかを知っていま

す。前と同じように、食べられなくなったから

といって、無理に食べなくてもいいのです。

身体は楽に逝くために体内の水分をできるだけ

減らそうとしていきます。その時が近づいたら、

体が求めるままにうとうとと眠り、

食べたいものを食べたいだけ口にする。眠って

いる時間が増えて、家族はお別れのときが近づ

いていることを覚悟できるでしょう。

最近の話題です。

看護師による死亡確認が可能になりました。

平成29年9月に厚生労働省から情報通信機器

（ICT）を利用した死亡診断等ガイドラインが

示されました。そのガイドラインによりますと、

患者さんの呼吸が停止したときに家族からの要

請を受け、看護師が訪問。

死の三徴候（呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大・

対光反射の消失）、遺体の様子などを確認、タ

ブレットかスマホなどで医師に報告します。医

師がスマホなどをみて、死亡の確認、異常の有

無の判断を行い、看護師に死亡診断書の代筆を

指示します。看護師が死亡診断書を作成して家

族に渡します。

ICTを利用した死亡診断ができる要件をクリア

-しないといけません。

その要件とは

1.医師により早晩死亡されることが予測されて

いる。

2.医師と看護師の連携が取れており、患者や家

族の同意がある。

3..医師による速やかな対面の死後診察が困難。

4.法医学の教育を受けた看護師が死の三徴を含

め情報を速やかに報告できる。

5.看護師からの報告を受けた医師がICTを活用

した通信手段で死亡の事実の確認や異状がない

と判断できるの5つです。

また、看護師は特定の研修を受けないといけま

せん。昨年度は2回研修会が開かれ、約60名

が研修と実習を受け、死亡診断が可能になって

いるようです。

今年は約80名の研修が予定されています。残

念ながら大阪では開催されておらず、何人がそ

の実習をうけたかは不明です。

少なくとも私の関わっている訪問看護ステー

ションにはいません。

私は在宅医を増やすのに有用なシステムと考え

ているのですが、22日に参加されていた医師

は、最後はやはり医師が患者宅に行って死亡診

断をして診断書を書くべきである、という意見

を述べられていました。

また、あくまで要件3にもありますが、医師が

遠方などで速やかな診察が不可能なときに限ら

れるようです。

まだ普及には時間がかかりそうです。
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かかりつけ患者さん募集中

最近の医療は病気の診療だけではなく、病気の予防、早

期発見、初期治療に重点が置かれています。

そのためには、「かかりつけ医」として日常的に気軽に診

療や健康診断を受けることができる医院を目指すことが

大切だと考えます。

当院では「かかりつけ患者」として下記に同意していた

だける方を募集しています。興味がございましたらスタッ

フまでお尋ねください。

　

　　何をしてくれるの？

●慢性疾患に対しては診療ガイドラインに沿った一般的

　な指導・治療を行います。

　うまく管理できないときは専門医紹介し、治療方針を

　たてています。

●頻回に診させていただくことにより、重大な疾病の早

　期発見に努めます。

●何でも気軽に相談できる雰囲気づくりに努めます。

●守秘義務は守りますが、かかりつけ患者さんの情報を

　できるだけ把握する様努めます。

●診療内容はわかりやすく説明しますが、その他に診療

　ノート ( 私のカルテ ) を発行します。

●急変時・救急受診が必要な際には当院に連絡下さい。

　搬送先への連絡・紹介状の用意を速やかに行います。

　24 時間対応です。

●他院受診が必要な場合は患者さんに最も適した病院を

　紹介します。

　紹介先確保のための情報収集はいつもしております。

　　 かかりつけ患者になるには？

慢性疾患をお持ちで、１～３カ月に一度は当院に定期的

に受診される方のうち、下記の項目に同意していただけ

る方です。（薬の処方日数により受診間隔は個人差があり

ます）

●現在他の内科診療所に定期受診されていないこと

　( 病院の専門科・専門科の診療所受診は除く )

●他院受診のデータを当院で管理させて下さること

●既往歴、家族歴などあらゆる情報を当院に教えていた

　だけること ( 他に　職業歴・予防接種歴・生活パターン・

　家族構成・趣味・嗜好・服用薬・ 服用健康食品・受診病院・

　整骨院などの施設受診など )

●主治医意見書を当院で作成すること

●他の病院、診療所を受診される場合、当院の紹介状を

　持参してくださること

●身体で何か異常が起こればまず当院に相談してくださ

　ること。

以上を納得され、書面にサインしていただける方を当院

のかかりつけ患者として登録させていただきます。

現在のところ、何かあれば当院に受診される方、住民検

診などを当院で受ける方はかかりつけ患者の範疇にはい

れていません。風邪をひいたら、今回はあそこの診療所、

次回は○○病院という方もご遠慮いただいています。

かかりつけ患者になって総合的に管理してほしいと思わ

れた方がいらっしゃいましたらお気軽にスタッフまでお

声をおかけ下さい。

　　　

　  編 集 後 記

ランニング再開

個人的な話ですが、一年半ほどランニングをやめて

ました。理由は趣味がインドア系になったこと。

でも、体重も増えて不健康を自覚するように

なったので、ランニングを再開することにしました。

来年の２月の泉州マラソン、ハーフ（21.0975

キロメートル）でエントリーしました。

フルマラソンと同じコースで岸和田城がゴール。

忠岡町は通過します。9 月 27 日に自分の健康診断

があります。この日をどん底の日として、運動を

再開し健康を取り戻すように、ハーフマラソンなん

とか完走できるように精進します。


